
広報まえばし　平成25年11月１日号市役所　〒371-8601 大手町二丁目12-1　☎027-224-1111

くらしの情報申＝申し込み　問＝問い合わせ

1819

講
　
座

勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム

☎
０
２
７
―
２
５
２
―
０
５
０
０

□
後
期
特
別
講
座「
ク
リ
ス
マ
ス
手
作

り
ド
ア
リ
ー
ス
講
座
」

日
時
＝
12
月
５
日
㈭
午
後
６
時
45
分
〜

８
時
45
分

対
象
＝
市
内
在
住
・
在
勤
で
40
歳
未
満

の
勤
労
青
少
年
、
15
人（
抽
選
）

費
用
＝
２
，
３
０
０
円

申
11
月
14
日
㈭
（
必
着
）
ま
で
に
往
復

ハ
ガ
キ
で
。
講
座
名
・
住
所
・
氏
名
・

職
業
・
年
齢
・
電
話
番
号
を
記
入
し
、

〒
３
７
１
―
０
８
５
４
大
渡
町
二
丁
目

３
―
15
・
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム
へ

勤
労
女
性
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
７
―
２
３
０
―
９
０
９
８

□
特
別
講
座

講
座
名
・
日
時
＝
〈
①
Ｘ
ｍ
ａ
ｓ
・
お

正
月
フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
〉
12

月
12
日
・
26
日
の
木
曜
２
回
〈
②
Ｘ
ｍ

ａ
ｓ
・
お
せ
ち
料
理
〉
12
月
11
日
・
18

日
の
水
曜
２
回
、
午
後
６
時
30
分
〜
８

時
30
分

対
象
＝
市
内
在
住
か
在
勤
の
勤
労
女
性
、

①
は
20
人
②
は
15
人（
各
抽
選
）

費
用
＝
各
３
，
０
０
０
円

託
児
＝
事
前
予
約
（
人
数
制
限
あ
り
）

で
３
歳
以
上
の
未
就
学
児
の
託
児
も
で

き
ま
す

そ
の
他
＝
申
し
込
み
が
10
人
に
満
た
な

い
講
座
は
開
催
し
ま
せ
ん

申
11
月
14
日
㈭
（
必
着
）
ま
で
に
往
復

ハ
ガ
キ
で
。
講
座
名
・
住
所
・
氏
名
・

職
業
・
電
話
番
号
・
託
児
希
望
の
場
合

は
子
ど
も
の
人
数
・
性
別
・
年
齢
を
記

入
し
、
〒
３
７
１
―
０
０
３
５
岩
神
町

三
丁
目
１
―
１
・
総
合
教
育
プ
ラ
ザ
内

勤
労
女
性
セ
ン
タ
ー
へ

年
末
年
始
用
に
寄
せ
植
え
を
作
ろ
う

ク
リ
ス
マ
ス
や
正
月
に
合
わ
せ
た
寄

せ
植
え
教
室
を
開
催
し
ま
す
。

日
時
＝
〈
ク
リ
ス
マ
ス
用
〉
12
月
８
日

㈰
〈
お
正
月
用
〉
12
月
15
日
㈰
、
午
前

10
時
〜
正
午　

会
場
＝
敷
島
公
園
ば
ら
園

対
象
＝
市
内
在
住
の
人
、各
20
人（
抽
選
）

費
用
＝
各
２
，
５
０
０
円

用
意
す
る
物
＝
エ
プ
ロ
ン
、
ビ
ニ
ー
ル

手
袋
、
園
芸
用
は
さ
み
、
移
植
ご
て
な
ど

申
11
月
18
日
㈪
（
必
着
）
ま
で
に
往
復

ハ
ガ
キ
で
（
１
人
１
通
）。
教
室
名
・

住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
を
記
入
し
、

市
役
所
公
園
緑
地
課
内
「
ま
ち
を
緑
に

す
る
会
」（
☎
０
２
７
―
８
９
８
―
６

８
４
２
）へ

セ
ミ
ナ
ー
で
若
者
の
就
職
を
応
援

学
生
・
若
者
の
就
職
成
功
に
向
け
た

セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
す
。

講
座
名
・
日
時
＝
〈
①
親
が
学
ぶ
子
ど

も
の
就
活
セ
ミ
ナ
ー
〉
11
月
18
日
㈪
午

後
７
時
〜
９
時
〈
②
基
本
を
押
さ
え
る 

！
内
定
獲
得
ノ
ウ
ハ
ウ
講
座
〉
11
月
20

日
㈬
午
後
６
時
〜
８
時

会
場
＝
市
役
所

対
象
＝
①
は
子
ど
も
の
就
職
活
動
を
サ

ポ
ー
ト
し
た
い
家
族
②
は
就
職
活
動
中

の
学
生
・
既
卒
者
、
先
着
各
20
人

内
容
＝
②
は
エ
ン
ト
リ
ー
シ
ー
ト
の
書

き
方
、
面
接
対
策
、
グ
ル
ー
プ
討
議
な
ど

申
ぐ
ん
ま
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
☎
０
２
７
―
２
３
３
―
２
３
３
０
へ

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

お
お
と
も
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
７
―
２
５
２
―
３
０
７
７

65
歳
未
満
の
人
は
入
場
料
が
必
要
で
す

□
個
別
相
談

日
時
＝
〈
①
お
口
と
栄
養
〉
11
月
28
日

㈭
午
前
10
時
30
分
〜
正
午
〈
②
心
配
ご

と
〉午
後
１
時
〜
３
時

対
象
＝
一
般
、
①
は
先
着
４
人
②
は
先

着
３
人

申
11
月
14
日
㈭
か
ら
同
セ
ン
タ
ー
へ
直
接

□
各
種
教
室

日
時
＝
〈
①
折
り
紙
体
験
〉
11
月
26
日

㈫
〈
②
陶
磁
器
絵
付
け
〉
12
月
12
日
㈭
、

午
後
１
時
〜
３
時
〈
③
気
功
〉
12
月
３

日
〜
来
年
２
月
18
日
の
火
曜
６
回
〈
④

フ
ラ
ダ
ン
ス
〉
12
月
７
日
〜
来
年
３
月

１
日
の
土
曜
６
回
、
午
前
10
時
〜
正
午

対
象
＝
一
般
、
①
②
は
先
着
各
20
人
③

は
30
人
④
は
40
人（
各
抽
選
）

費
用
＝
②
は
材
料
費

申
①
は
11
月
12
日
㈫
②
は
11
月
19
日
㈫

か
ら
同
セ
ン
タ
ー
へ
直
接
③
④
は
11
月

19
日
㈫
（
必
着
）
ま
で
に
往
復
ハ
ガ
キ 

で
。
教
室
名
・
住
所
・
氏
名
（
ふ
り
が 

な
）・
年
齢
・
電
話
番
号
を
記
入
し
、

〒
３
７
１
―
０
８
４
７
大
友
町
一
丁
目

12
―
10
・
お
お
と
も
老
人
福
祉
セ
ン
タ

ー
へ

□
群
馬
朝
鮮
初
級
中
級
学
校
ミ
ニ
公
演

日
時
＝
11
月
30
日
㈯
正
午
〜
午
後
１
時

ひ
ろ
せ
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
７
―
２
６
１
―
０
８
８
０

65
歳
未
満
の
人
は
入
場
料
が
必
要
で
す

□
各
種
教
室

教
室
名
・
日
時
＝
〈
①
バ
ラ
ン
ス
の
良

い
食
事
に
つ
い
て
〉
11
月
19
日
㈫
午
後

１
時
30
分
〜
３
時
〈
②
自
分
で
出
来
る

足
裏
健
康
法
〉
11
月
29
日
㈮
午
後
１
時

〜
３
時

対
象
＝
一
般
、
①
は
先
着
30
人
②
は
先

着
25
人

申
11
月
７
日
㈭
か
ら
同
セ
ン
タ
ー
へ
直
接

□
ケ
ア
オ
ナ
ニ
フ
ラ
ダ
ン
ス
シ
ョ
ー

日
時
＝
11
月
30
日
㈯
正
午
〜
午
後
１
時

し
き
し
ま
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
７
―
２
３
３
―
２
１
２
１

65
歳
未
満
の
人
は
入
場
料
が
必
要
で
す

□
し
も
つ
き
祭

日
時
＝
11
月
９
日
㈯
午
前
11
時
30
分
〜

午
後
１
時

内
容
＝
朝
鮮
舞
踊
、
ギ
タ
ー
漫
談

□
尾
上
劇
団「
笑
い
と
涙
の
無
料
出
前

芝
居
」

日
時
＝
11
月
22
日
㈮
正
午
〜
午
後
１
時

30
分

□
各
種
教
室

教
室
名
・
日
時
＝
〈
①
免
疫
力
を
高
め

る
は
な
し
〉
11
月
12
日
㈫
午
前
10
時
〜

11
時
〈
②
介
護
〉
11
月
21
日
㈭
午
後
１

時
30
分
〜
２
時
30
分
〈
③
ポ
ス
チ
ュ
ア

（
姿
勢
）
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
〉
11
月
29
日 

㈮
午
前
10
時
30
分
〜
11
時
30
分

対
象
＝
ど
な
た
で
も
、
①
③
は
先
着
各

30
人
②
は
先
着
20
人

申
①
は
11
月
６
日
㈬
②
は
11
月
11
日
㈪

③
は
11
月
15
日
㈮
か
ら
同
セ
ン
タ
ー
へ

か
す
か
わ
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
７
―
２
８
５
―
３
８
０
１

65
歳
未
満
の
人
は
入
場
料
が
必
要
で
す

□
マ
マ
と
ベ
ビ
ー
の
リ
ラ
ッ
ク
ス
サ
ロ
ン

日
時
＝
11
月
20
日
㈬
午
前
10
時
30
分
〜

正
午

対
象
＝
首
が
据
わ
っ
た
乳
児
と
そ
の
家

族
、
先
着
15
組

費
用
＝
５
０
０
円

□
ベ
ビ
ー
ダ
ン
ス

日
時
＝
11
月
28
日
㈭
午
前
10
時
30
分
〜

正
午

対
象
＝
首
が
据
わ
っ
た
乳
児
と
そ
の
家

族
、
先
着
15
組

申
以
上
の
２
つ
は
11
月
８
日
㈮
か
ら
同

セ
ン
タ
ー
へ

□
健
康
教
室「
姿
勢
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
」

日
時
＝
11
月
29
日
㈮
午
前
10
時
30
分
〜

正
午

対
象
＝
一
般
、
先
着
20
人

申
11
月
11
日
㈪
か
ら
同
セ
ン
タ
ー
へ

ふ
じ
み
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
７
―
２
８
８
―
６
１
１
３

60
歳
未
満
の
人
は
入
場
料
が
必
要
で
す

□
一
日
教
室

日
時
＝
〈
①
ゆ
が
み
と
り
体
操
〉
11
月

26
日
㈫
午
前
10
時
〜
11
時
〈
②
羊
毛
で

花
の
ブ
ロ
ー
チ
を
つ
く
ろ
う
〉
11
月
29

日
㈮
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

対
象
＝
ど
な
た
で
も
、
①
は
先
着
30
人

②
は
先
着
20
人

費
用
＝
②
は
５
０
０
円

申
①
は
11
月
７
日
㈭
②
は
11
月
８
日
㈮

か
ら
同
セ
ン
タ
ー
へ
直
接

□
マ
マ
と
ベ
ビ
ー
の
リ
ラ
ッ
ク
ス
サ
ロ
ン

日
時
＝
11
月
15
日
㈮
午
前
10
時
30
分
〜

11
時
30
分

対
象
＝
首
が
据
わ
っ
た
乳
児
と
そ
の
家

族
、
先
着
10
組

費
用
＝
５
０
０
円

申
11
月
５
日
㈫
か
ら
同
セ
ン
タ
ー
へ
直
接

ミ
ニ
情
報

□
市
民
の
茶
席

日
時
＝
11
月
15
日
㈮
午
前
10
時
〜
午
後

３
時

会
場
＝
前
橋
プ
ラ
ザ
元
気
21
内
３
階
ホ

ワ
イ
エ

問
前
橋
茶
道
会
・
親
松
宗
清
さ
ん
☎
０

２
７
―
２
５
１
―
２
６
４
５

□
教
育
委
員
会
定
例
会
の
傍
聴

日
時
＝
11
月
14
日
㈭
午
後
３
時

会
場
＝
市
役
所
11
階
南
会
議
室

対
象
＝
一
般
、
先
着
10
人

申
当
日
午
後
２
時
30
分
〜
50
分
に
会
場

へ
直
接

問
教
育
委
員
会
総
務
課
☎
０
２
７
―
８

９
８
―
５
８
０
３

□
お
も
ち
ゃ
の
病
院

日
時
＝
①
11
月
10
日
㈰
②
11
月
17
日
㈰

③
11
月
19
日
㈫
、
午
前
10
時
〜
正
午

会
場
＝
①
は
南
橘
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
②
は
総
合
福
祉
会
館
③
は
城
南
支
所

問
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
☎
０
２
７

―
２
３
２
―
３
８
４
８

□
全
国
一
斉
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ

ン
強
化
週
間

日
時
＝
11
月
18
日
㈪
〜
24
日
㈰
、
午
前

８
時
30
分
〜
午
後
７
時
（
土
日
曜
は
午

前
10
時
〜
午
後
５
時
）

内
容
＝
女
性
の
人
権
に
関
す
る
こ
と
に

つ
い
て
法
務
局
職
員
や
人
権
擁
護
委
員

が
相
談
に
応
じ
ま
す（
秘
密
厳
守
）

専
用
電
話
番
号
＝
０
５
７
０
―
０
７
０

―
８
１
０（
Ｐ
Ｈ
Ｓ
や
Ｉ
Ｐ
電
話
は
不
可
）

問
前
橋
地
方
法
務
局
☎
０
２
７
―
２
２

１
―
４
４
６
６

□
第
三
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

社
交
ダ
ン
ス
交
流
会
＝
２
万
８
，

１
０
０
円
を
社
会
福
祉
の
た
め
に

□
全
労
済
群
馬
県
本
部
＝
火
災
予

防
啓
発
用
ス
テ
ッ
カ
ー
14
万
２
，

０
０
０
枚
を
火
災
予
防
の
た
め
に

寄
付

一般不妊治療と特定不妊治療 
費用の一部を助成します
本市では、一般不妊治療費と特定不妊治
療費の一部を右表のとおり助成しています。
詳しくは問い合わせるか、本市ホームペー
ジをご覧ください。
対象の治療＝〈一般〉不妊検査、特定不妊治
療を除く不妊治療、人工授精〈特定〉本年度
中に治療が終了する体外受精・顕微授精
用意する物＝医師の証明書など
申来年３月31日㈪までに前橋保健センター
内こども課（☎027-220-5703）へ直接

不妊治療費の助成

対象 助成回数・金額など

一
般

次の全てを満たす法律上の
夫婦。
①申請日の１年以上前から本
市在住
②医療保険法の被保険者か
被扶養者

各年度１回、通算３年まで。
本年度中にかかった治療費の自
己負担額の２分の１以内（上限
５万円）

特
定

次の全てを満たす法律上の
夫婦。
①指定医療機関で治療を受
けている
②本市在住
③夫婦の昨年の所得合計が
730万円未満

初年度は３回まで、次年度以降
は年２回までで、通算５年・10回
まで。
２回目までは１回上限20万円
（一部は上限12万5,000円）。３
回目以降は１回上限15万円（一
部は上限7万5,000円）　※

※採卵に至らない場合は助成対象外です。


